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平成２８年４月１日 
 

美 里 町 長 
美 里 町 議 会 議 長 
美里町教育委員会 
美里町農業委員会 

 
 
１． はじめに 

美里町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下

「本計画」という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平

成２７年法律第６４号。以下「法」という。）第１５条の規定に基づき、美里

町長、美里町議会議長、美里町教育委員会、美里町農業委員会が策定する特定

事業主行動計画である。 

 
２． 計画期間 

   本計画の実施期間は、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの

５年間を計画期間とします。 

 

３． 女性職員の活躍推進に向けた計画の推進体制 

（１） 本計画の推進のため、必要に応じて、各部局における人事担当者等を構 

成員とした行動計画推進担当者会議を開催します。 

（２） 本計画に関する啓発資料の作成・配布等により計画の実施内容について 

周知徹底し、目標達成に向けて、職場全体で取り組みます。 

（３） 本計画の実施状況については、年度ごとに、職員のニーズを踏まえて、 

その後の対策の実施や計画の見直し等を図ります。 

 

４． 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標及び具体的な取組内容 

（１）管理職の女性割合の増加について 

  管理職の割合は平成２７年４月１日現在２０％となっていますが、平成３３年

度を目標に管理職における女性職員の割合を３０％に引き上げます。 

 

（２）恒常的な時間外勤務の縮減について 
  ① 小学校就学始期に達するまでの子供のいる職員の深夜勤務及び時間外勤 

務を制限する制度について周知徹底を図ります。 



②  定時退庁日（毎週 水曜日：ノー残業デー）の周知徹底を図り、公務
に支障がない限り、管理職員が各職員に定時退庁の勧奨を行います。 

③ 定時退庁ができない職員が多い部署を把握し、管理職への勤務体制等

の見直しの指導徹底を行います。 
④ 各課・局ごとの時間外勤務の状況及び時間外勤務の特に多い職員の状

況を把握して、当該管理職職員の時間外勤務に関する認識の徹底を図る

とともに、当該職員の健康管理に特に気を配るよう指導します。 
 

上記、（２）の取組等を通じて、各職員１人当たりの年間時間外勤務の総時間

数について、年間８０時間以内の達成に努めます（目標達成年度：平成３３年度）。 
 

   【年間総時間外勤務時間数】 
年度 総時間数 １人当たりの総時間数 
平成２４年度 ２３，２９２時間 ９６．２時間 
平成２５年度 ２３，８４４時間 ９８．１時間 
平成２６年度 ２４，７１６時間 １０５．６時間 

 
（３）休暇の取得の促進について 
   ① 職員が年間の年次有給休暇取得目標日数を設定し、その確実な実行を図

ります。 
   ② 課長会議等において、定期的に年次休暇の取得促進を徹底させ職場の意

識改革を図ります。 
   ③ 所属長に対して、部下の年次休暇の取得状況を把握させ、計画的な休暇

の取得を指導させます。 
   ④ 子どもの授業参観等や子ども・子育て（地域貢献活動を含む）等にかか

る年次休暇の取得を促進します。 
   ⑤ 国民の祝日や夏期休暇とあわせた年次休暇（連続休暇）の取得促進を図

り、家族とのふれあう時間等を確保するとともに職員の心身の健康増進に

配慮するよう努めます。 
    
   上記、（３）の取組等を通じて、各職員１人当たりの年次休暇消化率４０％ 

以上の達成に努めます（目標達成年度：平成３３年度）。 
 
【平成２４年：３０％、平成２５年：３１．４％、平成２６年：２９．２％】 
 
 



（４）妊娠中及び出産後における配慮について 

① 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度

について、周知徹底を図ります。 
② 出産費用の給付等の経済的支援措置について、周知徹底を図ります。 
③ 妊娠中の職員及び３歳未満の育児を担う職員に対しては、公務の正常な運

営を妨げる場合を除き、本人の希望に応じ、時間外勤務を原則として命じな

いこととします。 
（５）子どもの出産時における父親の休暇取得の促進について 
 子どもの出生時における父親の特別休暇及び年次休暇の取得促進（概ね５日 
程度）について周知徹底を図るとともに、職場環境の整備を行います。 

 
（６）子どもの看護を行うための特別休暇の取得推進について 
  男女共同参画社会の実現に向けて、小学校就学の始期に達するまでの子の看 
護のための特別休暇の取得促進（時間単位取得）について周知徹底を図るとと 
もに、職場全体で支援を行います。 

 
（７）育児休業等を取得しやすい環境の整備等について 

 ①  育児休業・部分休業に関する資料を各部局等へ通知し、育児休業制度等の
周知を図るとともに、男性職員の育児休業・部分休業の取得促進について、

職員・職場の意識改革を図ります。 
 ② 子どもの出生予定を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続
等について説明を行います。 

 ③ 育児休業の取得の申し出があった場合には、所属課等で業務分担の見直し
等を検討することとします。 

 ④ 育児休業期間中の職員の業務を遂行することが困難なときは、臨時的任用
制度等の活用による適切な代替要員の確保を図ります。 

 
上記の（４）から（７）までの取組等を通じて、男性職員の育児休業取得者に

つなげ、すべての女性職員が育児休業を取得できるよう努めます（目標達成年

度：平成３３年度）。 
 

【女性職員】 
平成２４年度：７５％、平成２５年度：１００％、平成２６年度：１００％ 
【男性職員】 
平成２４年度：０％、平成２５年度：０％、平成２６年度：０％ 


